
経営健全化支援資金
（関税対策）

長野県中小企業融資制度のご案内

融資

条件

貸付限度額
設備資金6,000万円
運転資金8,000万円

金 利
原則 年１．４％
一部 年１．３％ ※１

貸 付 期 間
設備資金 10年 （据置２年以内）
運転資金  ７年 （据置２年以内）

貸付対象者

米国関税措置の影響を受け、最近２か月の売上高が前年同期
に比べて８％以上減少しており、かつその後１か月間を含
む３か月間の売上高が前年同期と比べて８％以上減少する
と見込まれる者

信用保証料 ０．４４％以内 (事業者選択型制度を利用の場合は１．３２５％以内)

その他

※1 対象者アのうち、売上高減少率８～15％未満の方：1.4％

対象者アのうち、売上高減少率15％以上の方、または対象者イの方：1.3％

・事業者は経営向上計画書（関税による影響）を作成

・借換での利用は不可

本制度に関するお問い合わせ先：長野県産業労働部経営・創業支援課（TEL026-235-7200）
又は、最寄の地域振興局商工観光課

長野県産業労働部 令和８年４月１日現在

関税対策制度
融資に関する
詳細ページ
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